
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度事業報告・収入支出決算について～代議員会を開催しました！ 

令和４年度 第 1 回代議員会を６月７日に開催し、

令和３年度の事業報告・決算についてご承認いただ

きました。 

 

◆◇◆事業の実施状況◆◇◆ 
令和３年度末の契約施設・団体数は2,876か所、

加入者総数は 60,755 名と、初めて 6 万人を超え

る状況となりました。 

従事者共済会（以下「共済会」）では、「金利での

収益確保が難しい環境の中で、退職共済金制度とし

て安定的で持続可能な体制を整える」ことを目的に令和 2 年度に制度改正を行い、令和３年度は制度

改正に基づく移行手続きをすすめました。まず、改正した「資金管理細則」に即した資産運用となるよ

う、リスク性の高い国内外の株式や外国債券の一部売却を行い、これまでの利益を確定するとともに、

外部委託運用している国内債券に資産の移受管を行いました。また、令和 3 年 10 月 1 日からの新給

付率施行にあたり、施行時点までの加入者について、これまでの加入期間の既得分保障額の計算などを

行いました。 

その他、共済会システムの操作方法に関する説明用冊子の作成など 2024 年 1 月の完全電子化に向

けた取組み、会計処理に関する研修動画の配信なども行いました。共済会では今後も引き続き経費縮減

に努めつつ、事務利便性の向上に取り組んでいきます。 
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加入者の皆さまに周知いただきたいことや事務担当者の方へのお知らせなどを掲載しています。 

共済会システムに登録されたメールアドレスに一斉送信していますが、東社協 HP（http://www.tcsw.tvac.or.jp/）

「従事者共済会」ページからもご覧いただけます。 

※メールアドレスの登録がない場合は FAX 送付（同一番号に１通のみ）。今後に向けて是非ご登録ください！ 



 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◇◆資産の状況◆◇◆ 
令和３年度末の資産額は時価額で７２４億円超となりました。今後もより安全で確実な資産運用を行

います。 

 
【その他～確定拠出年金制度への参加機会の提供について】 
事業の実施状況でも触れた通り、共済会では「長期にわたって安定的で持続可能な制度や体制をつ

くっていくことが重要である」との考え方の下、令和２年度に資産配分の変更や予定利率の引き下げ、

給付率の引き下げなど、制度改正を行いました。 

制度改正の検討や協議のプロセスにおいて、共済会では「本制度以上に給付額を引き上げたい場合は、

加入者自身が資産運用を行う確定拠出年金制度への加入機会の提供等について検討することも考えら

れる」との説明を行ってきましたので、令和３年度に資産運用委員会にて意見をいただきながら、今後

の方向性を検討してきました。 

その中では東社協が代表事業主となる企業型確定拠出年金制度の実施についても検討し、検討結果を

代議員会では下記の内容で提案させていただき、承認されました。 

 

 
 

  

◇◆決算の状況◆◇◆ 

※収支差 19,880 千円は積立資金に繰入れています。 

東社協が代表事業主となる企業型確定拠出年金制度を実施することは「事業所に掛金の上乗せ

を求めることになる」「東社協共済会とあわせて２つの制度を運営することになり、事務の混乱が

生じやすい」などの課題もあり、困難である。今後は必要に応じて個人型確定拠出年金制度（iDeCo）

に関する情報提供を行っていく。 

 



 

  

 
 
 
 

＜事務ご担当者の方へ＞ 
●「標準給与月額変更届」の手続きについて 

 「標準給与月額変更届」は、従事者共済会規程第２１条にもとづく年１回の重要な手続きです。 

今年の届出受付は７月１９日（火）～を予定しています。休職者を含め、8 月 1 日時点で加入し

ている方全員について、「標準給与月額変更届」の届出が必要となります。手続きの詳細は 7 月中

旬にメール（メールアドレスを登録していない場合は FAX）にてお知らせいたしますので、お知

らせの手順に従って届出をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●貸付金事業利用中の加入者の各種届出について【留意点】  

◆「退会手続き（解除・受給申請）」や「転出・転入の手続き（法人間および法人内の異動）」 
必ず事実が発生した直近の締切日までの届出が必要です。特に退会の場合は一括返済か退職金と

の相殺のいずれかの手続きが必要になりますので、退職前に必ず共済会宛にご相談の上、必要な届

を提出してください。届出の提出が遅れた場合、所属施設への貸付金の返還請求が継続することに

なります（掛金との相殺処理はできません）。 

◆「休職手続き」 
「休職届」を提出することで掛金の請求は停

止しますが、貸付金の返還請求は継続します。 

●従事者共済会と福祉医療機構の両方の退職金を受け取る場合の手続きについて 

両方の制度に加入されている場合、それぞれから給付される退職金を合計して福祉医療機構にお

いて最終的な税務処理（源泉徴収）を行います。そのため、同時に申請することはできず、以下の

手順で申請いただくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

なお、東社協では、福祉医療機構から業務委託を受け、東京都内にある施設等の「被共済職員退

職届」「退職手当金請求書」「合算制度利用申出書」の受付を行っています。書類ご提出の際には、

東社協 HP 従事者共済会「各種届出様式」に掲載している専用の送付状を添付の上、提出してくだ

さい（東社協用コピーの提出は不要となりました）。 

●従事者共済会システムへのメール登録・情報更新のお願い 

従事者共済会では、共済会システムの登録情報をもとに通知や郵便物をお送りしています。所在

地や FAX 番号の変更・担当者の交代などが生じた際には、随時情報の更新をお願いします。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和４年 10月から令和５年９月までの掛金および退職共済金の算定に関わる手続きです。  

手続き漏れがないよう、ご協力をお願いします。 

※電子申請による届出期間が紙申請よりも長くなります。積極的に電子申請をご活用ください。 

電子申請 ７月１９日（火）～８月３１日（水）２３時５９分５９秒入力分まで 

紙申請    〃    ～８月１０日（水）１７時４５分東社協到着分まで 

※紙申請用の様式は、今年度の「請求書等郵送依頼書」を出されている施設のみに郵送します。 

【共済会システムにて確認いただきたいところ】 

●法人台帳／施設台帳 → 住所や FAX番号等にお間違いがないか。 

●担当者台帳 → 使用されていない IDは削除ください。また、メールアドレスの登録もお願いします。 
※法人名や施設名は共済会システム上で変更はできません。施設・団体契約書（変更）をご郵送ください。 

【受給の流れ】   ①従事者共済会の退職金の受給 

※受給に伴い従事者共済会から発行される「退職所得の源泉徴

収票・特別徴収票」を、福祉医療機構の書類に貼付する。 

②福祉医療機構の退職金の請求 

 

貸付の申込締切は毎月１８日

（土日祝日にあたる場合は前営業

日）です。７月は１５日（金）です。 


